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す螢昂講盛謎ユ鞭倉
します。

第一章 総 則

客!釜 韮薯緯?界埋よ険法令の処部こ従は

畳嵩罷督畳g騒 艶 [et詣 ]畳 骨畳登
自立した日常生活を営むことか

rfrきるよう
その日付生活を営むために必要な層宮千び

2竪勲繁:鞄蘊饒鏑薔額を1抗盆眸資チ型母賀射沌響ダ
Jに 定めるとおりとしまえ

第 2条 (契約期間)
本契約の有効期間は、契約務猪の日から契約部の要介護認定の有効朔凹満了日までと
しま,ヽ
■ し、契約朔問満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の中し入れがない

拐合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同料とします。

第 3条 働 肉兜坤移 経ヽ計画の決定 麺
1 事 業者は、利用者に係る居宅サービス計画 (ケアプラン)力て、作成されている場合に
は、それにおって利用者つ短期入所生活介謹計画を作成するものとしま曳2が
簿富ぁ裸緋確評あ魅習幾纂十難製範暮P漢維肇

事業者を紹介する割目宅サービス計画作成のために必要な支援をを行うものとします。
3 事 無者は、短期メ所生活介窪計画についこ 勤 普及びその家陣 に対して説明し、
同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者〔式契約者に係る居宅サービス計画'彰憂された親ふもしくは契約者及びそ
釜管ぞ灘鮮甑瘤鶴巽鞠斃鯉垢藤蕗唇2類境亀督た縛
5譜難斎観靭 鞭 捜簿詣後鏑壌れヽ
その内容を賄勢するものとします。

第4条 9卜護保険給付対象サービス〉
申 娘 ―ビスとあほ 雛襲 調 とあとむま浴、邦 低 食事等の介整その他宮官生活上
あ
第 5条 9卜護保険幼抑 サービス)
1 事 業者は契約者との合意にまづき、介能保茂潮寸の支給限度額を超える短期肉折生活

究霞 サービスを提供するものとしま丸
2 口 “Jの 他、事業者は、 (                     )の サービス

斎 ヅ 機 :緊 慾 協 蠣 撥 畿 韻 名ま亀 難 し翌

約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。

第 6条 傑 約期間と和瞬期間)
本契約ていう 喫約朔関」とは、第 2条に定める契約の有効期間をいい

とは、第 2条で定められた契約鯛PH5内において、事業者が利用者に対して、
所生活介護サービスを実施する朔問をいいます。

「利用朔問J
現に短期入

第二章 サ ービスの利用と料金の支払い

1 7 毎卓ま穣該溜婆楽偉9 零発ど炎f 或めるナビスを受け、理印前明督に定める



藩 Rま聾鶏韮香鋼警慾継彊稲襲壌深法議ぁ獣韻

1摯穣鶴極趣壊となる諸費用実費
とします。
料金をサービスの利用終了時に、支払うもの

とします。

18参魯さ電4琶『総1彪鷺1を費事吾を斉予増姦日前;描養騨犯錬響菩5宅|ご2暑サ雪危中I L Xは変玉 もしくは新たなサ
ービスの

2楊鋸簿ウ選欝層軽翻薔ほ喚鍮議定め赦がありま抗 但し利用者の体調不良等正当な

事由がある場合は、この限りてはありませんb
3 事 業者は、第 1項に基づく契約者からのサービス利用の変更 追 加の申し出に対して

事業所力摘 室で契約者のお望する日にサ
ービスの提供ができない場合、他の利用可能朋

間を契約者に視示して協議するものとします。
4 契 紡者は、第 6条 に定める利用翔間中であっても、サ

ービスの利用を中止することが
できま曳
5崇

 (論をる婁騨 あをあ薬云だ翌 翻 襲 節 鞠 ご
ているときは、利用終了日に精算するものとします。
6 第 4項 により契約者がサーどスの利用を中止し、事鞠チを退所する場合において、事
業者は、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものと
します。

第 9条 (利用料金の変弱
1 算 7条第 1項に定めるサービス利用料金について、介護措付劇本系の変更があった場
合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとしま曳
2 第 7条算 2項及び第 3項 に定めるサービス利用料金については、経済快江の著しい変
化その他やむを得ない事由がある視合、革当者は契紡者に対して、変更を行う日の2か

月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができま
先
3  鞠 者は、申l I E の空栗に同意することができない場合日 き、本郵 を駒 することが
できます。

算三章 事 業者の義務

第 10条 (事業者及びサービス従事者の義務)
1 事 業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、英紡者の生命、勇率、財
産の安全 荘 保に薄さするものとします。
2 事 業者は利用者の体調 健 康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は君護職
員、もしくは主お医又はあらかじめ定めた協力医療機関と蓮勢し、契約者からの聴取
確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事 業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は勇係を保護するた
め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の契約者の行動のtl限する行為を行
わないものとしまあ
4 事 業者は、利用者に対する短蜘入所生活介翌サ

ービスの提供について記録を作成し、
それを2年間保管し、契約菩もしくはその代理人の請求に応してこれを関覧させ、複写
物を却寸するものとしま丸
5 事 業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変力吐 じた場合その他必要な

場合は、遺やかに主治医又はあらかじあ定めた輸力嘩=機 関への連絡を行う等の必要な

FgL田を離するものとします。

午
1襲
騨 害技徳 叡 離 類 は、短期的 ビス饗 供す社 で

知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく算三者に撮洩しません。



|ぷ 瑠:腎辞
第四章 契約者及び利用者の義務

11数 龍患r壺 鑑警督ぁ本来の用途に従,よ 利用するものとしま

す。2鞭
憐 ガ 畳竪麓饉

いて、十分なコ歳をするものとします。
3 契 約者は、専鶏所の施投、投続について、故意又は三大な過失により誠失、離指、汚
韻もしくは変更した場合に,去 自己の愛月により原状に復するか、又tt担当の角Iを支
払うものとしまえ
4 利 用者のい の状況等によう特段のElaが 必要になる場合には、契約者及びその家族
等と事持者との協幾により、居室又帥 施設、設術の利用方法等を決定するものとし
ます。

第五章 損 露蜘貫 ∈ 業者り歳務連反)

第 13条 〈損害幽殉離D
l 車 業吉は、本契約に基づくサービスの実抵日半って、自己の資に帰すべき車由により
契約者に生した損害について、醐 Xす る責任を負いま丸 第 11条 に定める守移義務に
出反した場合も同様とします。

飴 浸 籠 整 理 誘 離 韻 畿 線 難 猫 し留g課 聖 監 望 e響 ュ
2 事 差者は、前"つ ね書脳賞責任を選やかに履行するものとします。

第 14笑 (損害脚賞がなされない場合)
事業者は、自己の費に舟すべき事由がな
"各 号に該当する場合には、事業者
(―)契 約者が、契約補結時にその心身の求
れを告げず、又は不実の告知を行ったこと
(二)契 約宅静(サ ービスの実施にあたって
にこれを告げよ スは不実の告釣を行った
(∋ 契約者の急滋な体調の翔 鱒 、事業者
っばら超因して担害"携 生した場合
(四)契 約者が、事業者もしくはサービス定事者の指示 佐 額に反して行った行為にもっ

ばら起因して損害"境 生した規合

第
: じ s 醤繁経力 聾書熱を置
します。

第六章 契約の終了

11窮覇協揺饗遇撃賄擁勢と、、限り、本鞠帳めるところに御`
事業者ポI」lするサービスを利用することお`できるものとします。
(一)契 約着ポ死亡した視合
〈二) 雲介護盟定より契約者の枝 の張況が

離 竪 盛 者各盈 なしヽ軍由により事籾〈三)専業者剖マ払命令を受けた場合、破産
を開鎖した場合

(四)施 設の成大や蚤大な整損により、サービスの提供が不可能になった場合



擦1評聡贈野緩軽聖墓赫
務又は極を組した雅

2張密挙喜景が寓彰務壕轄磐品隻忌F館闘 第 螢繋 盤ぁ畿 費
身ゝの

l襲議 鍵 響 暫督あ翻 懇 布 鶏 モ憩幾 あと
します。
2 契 約者 tfATの 事項に該当する場合には、本契約をW時 に解約することが出来ます。
(一)第 9条第 3項によう本契約を解約する場合
(二)利 用者が入院した培合
(∋ 利用者に係ろ居宅サービス計画 くケアブラン)が 変更された場合
第 18条 じ酔罪請 らヽの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者崎以 下の事項に該当する行為を行った場合
には、本契約を解除することができます。
(一)事 業者ヽしくはサ_ビ ス従事者カエ 当な理由なく本契約に定める短期入所生活介護
サービスを実施しない場合
(D事 業者もしくはサービス従車者"第 11条 に定ある守密議務に遼反した場合
(三〉事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者及0挿〕吊者の身本 け
物 信 用等を穏つけ、スは著しい対旨行為、その他本契約を維粧しがたい重大な守情が
認められる場合
〈四)他 の利用者力喫 約者の身体 財 物 鴨 鴎等を傷つけた場合もしくltbつ ける恐れ)｀
ある場合において、事無詢 確 切な対応をとらない場合

第 19条 廻業者 からの契勅解除)

(彗難覇鎮縁選警あ繊榛毅歩経動麓騒た球ぞi慈ぞヒ
れを告げ共 又は不実の告れを行い、その結果契約を維続しがたい重大な事情を生しさ
せた場合
C)契 約者による、第 7条第 1項から第 3項 に定めるサービス利用料金の支払いが Iか
月以上 懲 睡 3カ拐 )ヌ 砿し、相当期間を定めた舶星にも力靖 わヽらずこ約 134わ れ
ない場合
く∋ 契略虐碑(曲 ユ又lthな 辺失によう熟 者スはす―ビス館 もしくlrlLの利用
者等の生命 劇本 財物 信 用等を額つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによつ
て、本契約を維続しがたい重大な事情を生じさせた場合

第 204(常 算)
第 16条 第 1項第二号から第六号により本契約が終了した場合において、契約者が、

読 炉審 品な難 越 禁 議 螂 鞠 揮 能 智 評 窮 翠 慾
ち酬 以内に精算するものとしま」、

第七章 そ の他

第 2 1 条 G 特 郷妙
事業者は、その提供したサービスに関する契約苦又は利用者からの苦情に対して、音
lHを受け付ける題口を設置して適切に対応するものとします。
第 22条 (的譲 母ゆ
末契約1●定められていない事項について問題力竣 じた場合には、事業者跡 整保険法
その他諸法やの定めるところに従い、契約書と就意をもって協議するものとしま丸



上紗 契約を江するため、本書 2通を作成し、築崎儀 事嬰所掛犯名捺印のうえ、各
1通抽 るものとします。

平成  年  月   日

飾 住   所   隠 唖 ノ島嘩 口3078番 地 19

章 業 所 名   穂 確う(本―ム みゆき荘

代表者氏を   問  度 宿          印

契約者 住  所   隠 駆 ノ島町

氏   名 印



じ 噌 醐縦 跡趨

章雷播真増ぞ腎据昏?▼;号岳甘T甘言者;

要謡 藍舞 歎寮難 盤 群
サ~ビスを提供しまれ事業所斑

:r澄 まいただきたいことを次の適ウ職湖します。

※当サービスの利用は、原則として要介毅 の結果 「要支援Jと 奴定された方お弱
象となります。要分躍ほ定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能であ

1 事業者 …………………―?や 見   ●
◇

……………………………一十一……… 1

缶講瑠臨ti‐ ‐‐‐‐‐‐‐‖:け
4 当 諄鞠勲 1隠供するサービスと祇鳥権  …………―一―――…………… 3
5 吉 指り受付について …………………―――――…………………………… 5

1弾
(1)法 メそ      社 会福祉法人 西 ノ島相社会
(2)法 メ方を地    る 根県層崚郡西ノ島町大字字賓697番 地
(3〉電灘譲彬       08514-7-8116
( 4 ) 代詣 氏洛   聾 長  其 野 文 男
く5 ) 弛崎明    8 f 3 5 8 年 8 月1 9 日

2 - r 壊
(1)事 業所の種頚  指 定短期入所生活介窪事鞠訴 平成12年 4月 1日FgE

島根県 第3 2 7 2 2 0 0 1 3 4 号
※当喜鞠チは奏産を人本―ム み ゆさ荘に併盟きれています。

(2)鋤 の目的   矯 政泌的 嘘
(3)導 襲所の名務  養 輩を入ホーム み ゆき荘
(4)事 業所の所を地  務 糧県隠嘘却西フ島町大学美口3078奪 地19
(5〉電観譲,号      08514-6-0150
( 6 ) ヨ鞠 刑民く観 め 京洛  観 錯  問  康 宿
(7)3-rの 運営方針
0 当 施捜は、短期新 サービス帥面に基づいて、その居宅において、その有する悔

を練▼論 稗撃括会彊犠密空曽撞品
の他の日常生活上のせ儲及』餞能柳陣
けする。

② 当 施設は、肉チ者り削騒及じ大格を導置し、常に相手つ立鵜に立って利用者り必

③
手
蜜経通驚 島録害憲長とあ酵 こを重視した君旨を行い、行政他錯機関との選
鉾を聴にしたサービスの 2_lヒに多める。

(8)螂    平 成12年 4月 18
(9)営 際 EttU特尊捜tFtB

掌 g 年 中 無 本

帥 鋼 捜 9,00～ 17,00

(101ネ瞬定員     4名
(11)層室等の概要
当車業所では以下の居室 判 離宮ヨ町意していまれ 利用される層豊は、原則として
2人部ほです。 qEし 、ご契約者り″じ場の状況や居室の空き状況によりごお望におえな
い鳩合もありまあ )

-  1  -



※上記は、厚と省力淀 める基準により、指定短期メ研生活介護専釣方に必置が銭務づけ
られている施設 幽 精です。この施設 設 備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負
担いただく費用はありません。

☆居室の変更 【ご契約者がら居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により
施設でその」合を決定します。また、ご知ゆ部かけ の状況により居室を変更する場合
がありまえ その際には、ご契約者や家族等と協議のうえ決定するものとします。
☆居室に関する特記事項 (※ ト イレ 沈 面所の場所 居 室外)

(12)利 用に当たって別避利用料金をt‐A担 いただく施設 鞠 精

※上記は、介設保険の給付対鎮とならないため、ご利用の際は、ご契約者に別途利用料
金をこ負担いただきます。

3 職 員の配田状況

居室 翻 柿の種源 敷 備  考

個室 (1人 部屋) 24 室

2人部屋 13 室

2人部屋 2 室 短期肉方専用望

合  計 39 室

食  堂 1 室

櫛 ヒ訓練望 日 付動作91線室
介題教育望

宝

室砕嚇
浴  室 2  室 特殊溶室  一 般浴室

医 務 室 1     室

職 種 常 助 臨 時 嘱 託 指定基準

(敢 ) (郭跡 )

1 醸   (難 ) 1 名 1名

2 介 穀職員 16 名

3 看 螂 2 名 1 名

4 相 談係長 1 名 1旧言131人に1名

5 機 能訓郷 旨導員 1 名 看護掘兼務

6  粒 1 名 1 名

7 医 師 1 名 1名以上

8 調 理員 5 名 郎町↓越期

9 事 務員 1 名 軸に応じr」R
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Cな 齢 の動譲胡韓1〉

破  覆 動 務 体 制

1 医 師 鋤  (曜日  10:00～ 12,00

2 介 題職員

に
な時間
覇i軍号爾岳:密

夜 勘   17:00～ 翌日10,00  2 名

3 看 護職員 標摯的な時間常における最低配置ム頂
日 勤   8 ! 3 0 ～ 1 7 1 3 0    1 名

4 機 能訓敵指導員 介設計画で示した時間 君 護職員兼務

4 当 事業所が提供するナービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所がaFLす るサービスについて、

ク

ヽ
ク

ー

２

丹明料金が介設保険から総付される場合
利用料金の全額をご勢灼者に負担いただく場合

がありま丸
(1)介 護側次の料寸の対象となるサービス (努廻努 4条参照)
以下のサービスについては、利用料金の大部分 (通常9割〉わ坊護保険から給付されま
す。
くサーどスのゆ
⑤食事 〈但し、食切科費'胡」速いただきま曳 )
当事業所では、栄養士 (管理栄整士)の 立てる― により、栄養並びにご契約者つ
劇本の状況および暗好鵠 慮した食事を提供します。
こ契約者の目立支援のため既床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として
いまあ
〈簿 嘲町)
期食 7:30～     昼 食 12100～     夕 食 17,30～
②ス略
入浴又は湾拭を週3回行います。

齢 塊 鋼 開 F鞠 鏃 繊 験 麟 こ筋 を体 丸
0機 能如
機能翻練指導長により、ご契約者の心,専 の状況に応じて、日常生活を送るのに必要
な機能の回復又はその減退を防止するためのヨ‖練を実施します。

:星搭島,髪去2考受i彊島に '轟化ます。
清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう授動 します。

(サービス利用料金 (1日 あたり)〉 帥 費第 7条参照)
下記の料金衰によって、ご契約者の要介護度に応じたサ

ービス利用料金から介護保険
付史額を除いた金額 〈自己負担)を お寅払い下さい。 (サ

ービスの和凋料金は、ご契約
者の勲 卜難産に応じて異なります。)
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(円)

I ご 郵 者の動 車摩と
サービス利用44a

要支援

7 970

要介護
1
8 410

昌影卜言密
2
9 120

要介護
3
, 既 0

要介謹
4
10備 8

勲 卜設
5
11 230

2 う ち、介護保険から給
付される金額 71恥 7 569 8如 8 8 838 9 477 10 107

3  サ ービス利用に係る自
己寓t E M ( 1 - 2 ) 797 841 912 982 1 053 1 129

● 芸 コサービス 短 期肉所利用の際のhnlサ ービスも行ヽヽますb
利用料  片 道  1 840円  (内 、自己負担額は184円 )

☆ご契約者に提供する食事の材料に係る費用に別途いたたきます。 〈下記 (2)〇 公照)
☆介証保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担
額を変更します。

(2)介 護保険の給付対象 とならないサービス (契約書第 5条、第 7条参照)
以下のサービスは、利用料金の全観がご契約者の負担となります。

くサービスの概要と利用料金〉
〇食事の材料の提供 〈食材料踏)
ご契約者に提供する食事の材料にかかる螢飛です。

料金 ,1日 あたり780円

②レクリエーション、クラブ活動
ご郵 者の希望によリレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができま
す。
利用料金 :材料代等の実費をいただきます。
③複写物の封寸
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつてもPS覧できますが、複写物を必要
とする場合には実質をご負担いたださます。
1枚につき   10円

④日常生活上必要となる諸費月実費
日付生活品の購入代金等ご契紡者つ日常生活に要する費用でご契約者に負担いただく
こと力週 当であるものにかかる費用をご負担いただきます。

① お むつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが
あります.そ の場合事前に変更の内容と変更する事的について、変更を行う2か月前ま
でにご説明します。

(3)利 用料金のお支払い方法 (契約習第 7条参照)
前記 (1)、 〈2)の 料金 費 用は、サービス利用終了時に、畜 J用朔問分の合計金
額をお支払い下さい。

(4)利 用の中止、変更、EllB〈契約輩第 8条参Ю
O利 用予定靭関の前に、ご契約者の都合により、短期肉所生活介整サービスの利用を中
止又は変其 もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には
サービスの実施日前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体
調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。

- 4 -



利用予定日の前日までに申し出があった場合 織

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金つ 10%
(自己負担相当額)

○サービス利用の変更 追加の申し出に対して、事業所の割駒状況により契紡者の希望
する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契杓者に提示して協議
します。
O■ 契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができまれ そ
め場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。

○サービス利用中のご契紡者の状況聴認について電話選務の対応につきしまては、基本
的には様子の郷 ヒについてt価 盟川より基路させていただきます。
必要があれば家族からの問い合わせには応します力ヽ 業務の都合がありますので年後
9時までと致します。なお緊急事選には随時対応致します。

5 者 情の受付について く契約書第21条 )
(1)当 事業所における音得の受付
当事業所における者情やt‐3鼓 は以下の専月窓日で受け付けます。

O笥 離球蒸 日 (担 当わ

[ 職名]  相 淡係長   真 野 庫 生

O受 付時間    毎 週月曜日～金曜日   9,00～ 16100

(2)行 政機関その他苦情受付機関

西ノ島町在宅支援センター 所在地  隠 岐郡西ノ島町大手浦郷544-15番 地
震S 静番号 0 8 5 1 4 - 6 - 1 1 8 2
受付時間 月曜日～全曜日 8:30～ 17:15

醐蛇広既逆合介驚保険操 所在地  臨 髄 郷町勅 町 52番 地
〔語ま号 03512-2-9298
劇ヤ時間 月 曜日～金曜日 8:30～ 17i15

隠岐介謹保険相談センター 所と地  隠 岐部西郷町六字港町字壇日24番 地
〔活野号 08512-2-9710
受付時間 月曜日～金曜日 8:30～ 17:15

尉貯 分 謹駿
相談センター

所在地  松 江市駿町 123番 地 的河聞礎剛
韓  9852-22-5238
受付時間 月 咽日～金曜日 8130～ 17115

島根園ヨ保連
介護保険センター

所在地  松 江市南田町30番 地
言語揮  0852-21-2811
受付時間 月 曜日～金曜B 8130～ 17100

6 事 故発生酪み対応について
事敵発生時の対応マニュアルにより対処致します。
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印

指定短期肉所生活分護サ



重要事項説明書付属文書 限勝的確紛調

|サ!蓮縁呂簿鞄譜;Fそ21iO啓
火準騒益薔書

地上2階薦
唖 5 8 3 8  8 3 ポ

く3揮
課閣瀬鍛堆薪鯉坊肝糠嫉どあ轍そ滋禅挙響能ユ
様線道踏も近くにある為、交通つ便も良い。
2 酸 員の如
GE職 員の職租〉

t契約の日営生活帥 並びに換藤揮韓つ相厳 助 言等を行いま
す。
3名の利用者に対して1名の分霞服員を臣配していまえ

…
予竪韓磁属尊釜詰[審薯

しヽ避鏡楚新いまれ
に丸

主にご契わ者の範康揮 や療張上 の世縮を行います力ヽ 3常生活上
のか基 介助等も行います。
1名の石護職員を配直していま丸

t‐― の捜観 を担当します
1名の機能副村荘問眼を配置していま丸 君尊礎民朝

離 麟畠鱗 轡 P 臨鷲 暫 巌 1 1 : 0 0

糞 嬢

医 師 …

3 契 約締着, らヽサービス提供まセめ流れ
(1)ご 契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、 「居宅サ
ービス計画 (ケアプラン)Jが ある場合はそ

簿 を寧量を慎だ ぁ監り「短期肉訴生活力霞計画JL定 めま九 契約
です。
e球 湾開 3条接照〉

(2)ご 契約に係る ,韓 サービス計画 (ケアプラン)Jが 作成されていなし場合のサー
ビス提供の流れは次の通りでキ
0要 介驚盟定を受けている場合



め ワシ書音轡密穏
晴ヨ智音留品 に紳 難 の卿 がある緒 は 輔 螂 こ抑

言紀!議鰹鞠難凝柔伴ぅ援助を行う際には、あらかじめ態にて、
ご契約部の同意を得ます。

5 サ ービスの和瞬 に関する留意事項
当事業所の翻 〕1にあたって、サービスを利用されている利用者の優題低 安全性を離
保するため、TPLの 事項をお守りください。
〈1)持 ち込みの制限
利用にあたり、源 のもの以外llRR」として持ち込むことお～ きませスん

(2)施 設 幽 触の把月上のお青 像 約書第 12条 参Ю
申 び知用瓶 無 数地をその本来の周遼に従,中 "吊して下さい。
O故 意に、又はわすかな注意を払え|ど避けられたにもかかわらすヽ お麹な 削構を壊 した
り、汚したりした場合には、ご契紡者に自己負担により原状に後していただくか、スは
相当の伯Iをお支払いいただく堪合がありま丸
Oご 契約者に対するサービスの実施及び安全術生等の管週吐つ必要があると認められる
場合には、ご契約者つ居室内に立ち入り必要な措置を取ることができるものとします。
こし、その務 ご本人のブライ′`シー尊の保達について、十分な申けを行いまあ
0当 朝 の職員や他の利用者に対し、送恵を及ぼすような却 、政治活動、営莉
活動を行うことはできません。
(3)鞭
事業所内の喫題スペース以外での喫煙はできません。
(4)サ ービス利用中の医療の提供について
摩βを必要とする場合は、ご契綺者の希望により、下記協力医療機関において診療や人
院治療を受けることがでもます。 (但し、TIE医 療機関での優先的な繊療 人 境治察を
保証するものではありません。また、TP3医 療機関でのめ素 入 勇治療を餞務づけるも
のでもありません。)
①磁力医療機関

医療機関の名称 隠岐広転送合立 島前病院

麹 島槙照隠岐郡西ノお町大学実田2071番 地-1

鋼 内様 刻際ヽ ヨ境味本 暉常、

②筋 簡科軸

医療機関の名林 永田歯科医院

所在地 浄脚駆 じ凋西フ島町寒痢調 544番 地-15

6 損 害囲■について (契約脅第 13気 第 14条 套Ю
当事業所において、事業魯み資をにより、ご契約者に生した損害については 事業者

の ちよ書 ケ 品殴 宮軽 をは、契
約者の置かれたt身 の状況をい酌して相当と稼められる時に限り、導業者つ損害脇賞貢
こと減じる海合がありまあ

7 サ ービス利用をやめる場合 鋼 の終了にういて)
契約の■幼期間は、契約締結のBか ら契約部の要碗田閣にの有効競関満了Bま でです
が、契約郷閥満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合にlth契 約
は更に同じ条件で更新さな 以後も同傑となりま丸



湊宰
｀
騒選キ鶴 譜

襲 整ち盤 驚 宣翻 置騒 簿
IЮ

惹摯揮鋼懸纂 学ち酵婚牧酸指章黎臨轟経喜藻笛黎
さい。
ただし、以ヽう場合には、即時に契約を解約 解除することができます。

①介窪保険給付対象サービスめ拘月料金の変更に同意できない場合
②ご契約者が入院された堪合
0ご 契約者の ,勲 ―ビス計画 くケアプラン)J力 襲 された場合
④事業者もしくはサービス従事者ウエ当な理由なく本契約に定める短期入所生活介
建サービスを実施しない親合

む営槍挑も ノ熱臨
が認められる場合

         罰 吊害を毎つけた場合もしくぞlIBつける恐O他 のFJR者がこ角ゆ部み身本 財物 イ
れがある場合にないて、事業者"樋 切な対応をとらない掲合

(2)喜 業者からの契約解除の申し出 CttI瞬 19条倒照)く
こと,(ぁりまれ以下の事項に該当する場合には、本契約を解燥させ

密達畜連野駒姦最t極鞭 錬 鋼 館 難 龍控り勤 を閣鎖
④艦虚揚畠えゃ重大な駿損によいこ契付者に対するサどスの提供お不可能にな

8ヨ露解勢マ録騨較名ま据掃援器油贈1発盟轄謙妹獲郷下さ
ヽヽ。 )

C― t らヽ翼綺解除を申し由た場合 G抑 は以下をご倒照下さい。〉

°選軽 譜 鞭 奨あ餡 躍 鞭 覇 簿 聯増百窮
②喜奨掲善にま営f寧全ビス料金の支払いが1期 以上 軽最低3かル 選庭し、

アゼぬプ 出製
(3)契 約の終了に伴う援助 e球据蒔 16姿 倒照)
契約お惚了する場合には、事業者はこ契約者のに身の状承 置かれている寮第事を勘 十
集し、必要な握助を行うよう努めま曳


